
　

7月10日（日）は投票日です

期 日 前 投 票 も 便 利 で す
期日前投票は、午前８時３０分から午後８時までです

※　選挙に関するお問い合わせは・・・・・神埼市選挙管理委員会（総務課総務係）まで！！（TEL３７－０１００）

投票日当日に、何らかの用事がある方が、投票所で前もって投票でき
る制度です。期間、場所は次のとおりです。

※７月２日以降は、どの期日前投票所でも投票できま

すが、下記の投票期間を必ずご確認ください。

（１）投票の期間
・神埼市役所本庁
６月２３日（木）～７月９日（土） １７日間
午前８時３０分から午後８時まで

・千代田交流センター(千代田支所)
・脊振交流センター(脊振支所)
７月２日（土）～７月９日（土） ８日間
午前８時３０分から午後８時まで

（２）投票の場所（３会場のどちらでも期日前投票ができます。）

○神埼市役所本庁１階 多目的会議室

○千代田交流センター(千代田支所)１階 多目的室１-１

○脊振交流センター(脊振支所)１階 多目的室１

事前に入場券の裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」に住所や氏名

等を記入してご持参いただくことにより、期日前投票所での受付が短時

間で行えます。これまでどおり期日前投票所にも宣誓書は備え付けてお

りますので、受付時に記入していただくこともできます。

なお、選挙当日（７月１０日）に投票される方は、宣誓書への記入は不

要です。

また、指定病院等に入院されている方は、病院等で投票できますので、

病院の方に申し出てください。手続き等で、わからない点がありましたら、

電話でお早めにお問い合わせください。 ＴＥＬ３７-０１００

期日前投票とは

次に該当する方が、自宅で郵便を利用して投票できる制度
です。ただし、事前の登録手続きが必要です。
身障者手帳又は、戦傷病者手帳をお持ちの方で、

（１）両足等に障がいがある人
（障がい程度１～２級又は、特別項症～第２項症）

（２）心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しく
は
小腸に著しい障がいがある人
（障がい程度１～３級又は、特別項症～第３項症）

（３）免疫機能に障がいがある人（障がい程度１～３級）
（４）要介護状態（要介護５）

※詳しくは、選挙管理委員会へ早めにおたずねください。
なお、今回の手続き期限は７月６日（水）までです。

郵便等による不在者投票手続順序
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郵便等による不在者投票とは

当日投票は、入場券に書いてある投票所以外では投票できませんの
でご注意ください。

①郵便投票証明書交付申請

②同上交付（交付の日から７か年有効）

③郵便投票証明書提示のうえ７月６日（水）までに

投票用紙及び投票用封筒の交付を請求

④投票用紙及び投票用封筒の交付

⑤候補者氏名等記載のうえ送付

※注意：①③⑤はすべて自書すること。
②④⑤は郵送による。

神埼市選挙管理委員会では、安心して投票ができるよう、投票所内での感染予防やまん延防止に取り組みます。
ご理解・ご協力をお願いいたします。

〇投票所で行う感染症対策
・投票所には手指用の消毒液を設置します。
・記載台、鉛筆等不特定多数の方が触れる箇所は、定期的に消毒を実施します。

〇投票者の皆様にお願いする感染症対策
・投票の際はマスクを着用願います。
・鉛筆（シャープペンシル）を持参し投票用紙に記入することができます。

〇新型コロナウイルス感染症に感染等されている方について（新設）
新型コロナウイルス感染症に感染等して、宿泊施設等や自宅で療養している方も、一定の要件を満たす場合、郵便等により投
票ができます。この方法で投票をお考えの方は、まずは神埼市選挙管理委員会へお問い合わせください。
※ 濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」にはあたらず、
投票所で投票できます。

新型コロナウイルス感染症対策



第１投票所
（千代田交流センター

１階ホール）

上直鳥、下直鳥、姉、乙南里、新宿、大石、
下黒井、上黒井、十条、嘉納、丙太田、丁太田、
上地、こすもす苑、ゆとり、詫東、詫西、高志、
下板、藤西、又南里、藤東

一丁目、協和町、出来町、大依、駅ヶ里、田道、
駅通り、平ヶ里、猪面、利田、犬の目、鶴西
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第６投票所
（姉川東分公民館）

莞牟田、姉川上分、姉川下分、姉川東分、
姉川西分

第５投票所
（西郷小学校講堂）

横武、上六丁、下六丁、戸井土、尾崎西分、伏部

第３投票所
（鹿路公民分館）

第４投票所
（B＆G海洋センター）

尾崎東分、岩田、唐香原、平山、野寄、野田、
川寄、柏原、二子、八子

第２投票所
（ふれあい館せせらぎ）

岩政倉今（旧岩屋、旧政所、旧倉谷）

第２投票所
（神埼市役所　１階ロビー）
※投票所が中央公民館から
変更になっています。

第１投票所
（脊振交流センター
１階多目的室１）

広滝東、広滝西、広滝下、鹿路の一部
（旧東鹿路）

第３投票所
（仁比山小学校講堂）

鶴東、馬郡、石井ヶ里、右原、城原、朝日、竹原、
志波屋、東山、三谷、的、小渕、仁比山

　※　投票上の注意
　投票用紙には、記載する場所に貼られている掲示物を見ながら正確に書きましょう。
　それ以外の文字や記号は書かないでください。
　（大切な一票が無効になる場合があります。）
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（久保山消防詰所）
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第３投票所
（千代田東部小学校体育館）

黒津、﨑村、下神代、上神代、快楽、渡瀬、
龍尾、栁島、大島、迎島、出来島、中津、大野、
林慶、小鹿、用作、柴尾、小森田

第２投票所
（千代田西部小学校体育館）

原の町、境原、上犬童、下犬童、餘江、川崎、
東野ヶ里、上西、下西、仲田町団地、仁戸田

投票所（施設名）

鹿路の一部（旧鹿路上、旧鹿路下、旧大楮）

投票は２種類です

第５投票所
（服巻公民分館）

一番ヶ瀬（旧一番ヶ瀬下、旧一番ヶ瀬上）
頭服（旧服巻、旧頭野）

第４投票所
（ひのさと）

鳥羽院（旧鳥羽院上、旧鳥羽院下）

投　票　区　域

久保山（旧白木、旧竜作、旧犬井谷、
旧古賀ノ尾、旧田中、旧伊福、旧一谷）、
脊振山頂自衛隊

７月１０日（日）は

当日投票は午前７時から午後８時までです

二丁目、三丁目、四丁目、西小津ヶ里
（旧枝ヶ里）、小津ヶ里、永歌、大門、本堀、
野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、神納、
本告牟田、池辺田、山田、鶴田

第１投票所
（神埼小学校講堂）

※脊振町第２～第６投票所は、午前７時から午後６時までです。

参議院議員通常選挙の投票日です！

町名

開票事務は、午後９時より神埼中央公園体育館にて行い
ます。
神埼市中央公民館ではありませんのでご注意ください。

平成１６年7月１1日までに生まれた人（満１８歳以上）で、令

和４年３月２１日以前に住民登録の届出を行い、引き続き

神埼市に住所を有する方。

詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
ＴＥＬ３７－０１００

はがきにより郵送いたします。
「投票できるのに」と思われる方で、投票入場券が届かないときは、
選挙管理委員会までお問い合わせください。 ＴＥＬ３７－０１００

※ご家族分が一緒に届かない場合があります。
※受付の際、本人確認をするためのものですが、紛失したり忘れたり
しても投票することができます。本人確認ができるものをお持ちくだ
さい。

当日投票は、入場券に書いてある投票所以外では投票できませんの
でご注意ください。

投票できる人は

投票入場券は

投票所は
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開票所は


